
別紙８ 

新旧対照表 

【輸出入・港湾関連情報処理システムを利用した海上貨物の到着即時輸入申告扱いについて（平成 15 年８月 22 日財関第 889 号）】 

（注）傍線を付した箇所が改正部分である。 

1 

改正後 改正前 

輸出入・港湾関連情報処理システムを利用した海上貨物の到着即時輸入申告
扱いについて 
 
 
海上貨物の通関手続の一層の迅速化を図るため、関税法（昭和 29 年法律
第 61 号）第 67 条の 2 第 1 項ただし書及び関税法施行令（昭和 29 年政令第
150 号。以下「令」という。）第 59 条の４第１項第３号の規定の適用を受け
る海上貨物の取扱いについては、「輸出入・港湾関連情報処理システムを使
用して行う税関関連業務の取扱いについて」（平成 22年２月 12日財関第 142
号。以下「通達」という。）の規定によるほか、下記のとおり取り扱うこと
とし、平成 15 年 9 月 1 日から実施することとしたので、了知の上、貴関職
員及び関係者に周知されたい。 
 

記 
 
１．対象貨物 

令第 59 条の４第１項第３号の規定による到着即時輸入申告扱い（以下
「到着即時輸入申告扱い」という。）の適用を受ける海上貨物は、次の⑴
又は⑵に掲げる貨物とする。 
⑴ コンテナ詰めされた海上貨物であって、当該貨物が到着する開港の税
関官署に輸出入・港湾関連情報処理システム（電子情報処理組織による
輸出入等関連業務の処理等に関する法律（昭和 52 年法律第 54 号）第２
条第１号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。）を使用して
予備申告を行ったものであり、かつ、当該貨物の保税地域への搬入前に
当該予備申告に係る審査区分が簡易審査扱い（区分１）又は書類審査扱
い（区分２）とされ、その審査が終了しているもの 
⑵ コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下
で行なう貨物の国際運送に関する通関条約（ＴＩＲ条約）の実施に伴う
関税法等の特例に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 257 号）第２条
の規定に基づき、輸出入・港湾関連情報処理システムを使用して卸コン
テナリストを提出することにより輸入申告があったものとみなされる
コンテナ（以下「卸コンテナ」という。）  

２．輸入申告 
⑴ 予備申告 

輸出入・港湾関連情報処理システムを利用した海上貨物の到着即時輸入申告
扱いについて 
 
 
海上貨物の通関手続の一層の迅速化を図るため、関税法（昭和 29 年法律
第 61 号）第 67 条の 2 第 1 項ただし書及び関税法施行令（昭和 29 年政令第
150 号。以下「令」という。）第 59 条の４第１項第３号の規定の適用を受け
る海上貨物の取扱いについては、「輸出入・港湾関連情報処理システムを使
用して行う税関関連業務の取扱いについて」（平成 11 年 10 月 7 日付蔵関第
801 号。以下「通達」という。）の規定によるほか、下記のとおり取り扱う
こととし、平成 15 年 9 月 1 日から実施することとしたので、了知の上、貴
関職員及び関係者に周知されたい。 
 

記 
 
１．対象貨物 

令第 59 条の４第１項第３号の規定による到着即時輸入申告扱い（以下
「到着即時輸入申告扱い」という。）の適用を受ける海上貨物は、次の⑴
又は⑵に掲げる貨物とする。 
⑴ コンテナー詰めされた海上貨物であって、当該貨物が到着する開港の
税関官署に輸出入・港湾関連情報処理システム（以下「海上システム」
という。）を使用して予備申告を行ったものであり、かつ、当該貨物の
保税地域への搬入前に当該予備申告に係る審査区分が簡易審査扱い（区
分１）又は書類審査扱い（区分２）とされ、その審査が終了しているも
の 
 
⑵ コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下
で行なう貨物の国際運送に関する通関条約（ＴＩＲ条約）の実施に伴う
関税法等の特例に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 257 号）第 2条
の規定に基づき、海上システムを使用して卸コンテナーリストを提出す
ることにより輸入申告があったものとみなされるコンテナー（以下「卸
コンテナー」という。）  

２．輸入申告 
⑴ 予備申告 
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改正後 改正前 

イ．到着即時輸入申告扱いの適用を受けようとする貨物（以下「到着
即時輸入申告扱い対象貨物」という。）に係る予備申告を行う場合は、
当該予備申告を行う者（以下「通関業者等」という。）に、当該予備
申告に先立ち、通達第５章第７節７－１の規定に準じて予備申告に
係る事項の登録を行うことを求めるものとする。 
ロ．到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る予備申告は、上記イにより
予備申告に係る事項の登録を行った後に、通達第５章第７節７－２
の規定に準じて、到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る予備申告で
ある旨の申告条件コードを入力し、送信することにより行うことを
求めるものとする。 
なお、到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る予備申告は、到着確
認情報が登録される前に行うよう求めるものとする。 

 ⑵ 本申告 
イ．上記⑴に定めるところにより予備申告が行われている場合には、
到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る輸入申告は、当該貨物を積載
した船舶に係る到着確認情報の登録を行うことにより自動的に行わ
れる。 
なお、税関官署の開庁時間外に到着確認情報の登録が行われた場
合には、開庁時間外の事務の執行を求める届出がなされている場合
を除き、翌日（行政機関の休日を除く。）の官庁の執務時間の開始時
刻に自動的に輸入申告が行われるので留意する。 

ロ．次の(ｲ)から(ﾊ)までのいずれかに該当する場合には、貨物が保税
地域に搬入され、通達第２章第３節３－１⑴イの規定による搬入確
認が行われた時に自動的に輸入申告が行われることとなるので留意
する。 
 
(ｲ) 到着確認情報の登録前に船卸確認登録の業務が行われた場合 
 
(ﾛ)及び(ﾊ) （省略） 
ハ．なお、上記ロ(ﾛ)の場合における到着即時輸入申告扱い対象貨物に
係る輸入申告は、到着確認情報の登録後に審査終了入力が行われた
場合には、保税地域搬入前であっても行うことができる。 

 
 

イ．到着即時輸入申告扱いの適用を受けようとする貨物（以下「到着
即時輸入申告扱い対象貨物」という。）に係る予備申告を行う場合は、
当該予備申告を行う者（以下「通関業者等」という。）に、当該予備
申告に先立ち、通達第５章第１節１－１の規定に準じて予備申告に
係る事項の登録を行わせるものとする。 
ロ．到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る予備申告は、上記イにより
予備申告に係る事項の登録を行った後に、通達第５章第1節1－２（輸
入申告）の規定に準じて、到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る予
備申告である旨の申告条件コード「Ｕ」を入力の上、送信すること
により行わせるものとする。 
なお、到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る予備申告は、到着確
認情報が登録される前に行わせるものとする。 

 ⑵ 本申告 
イ．上記⑴に定めるところにより予備申告が行われている場合には、
到着即時輸入申告扱い対象貨物に係る輸入申告は、当該貨物を積載
した船舶に係る到着確認情報の登録を行うことにより自動的に行わ
れる。 
なお、税関官署の開庁時間外に到着確認情報の登録が行われた場
合には、開庁時間外の事務の執行を求める届出がなされている場合
を除き、税関の翌開庁時に自動的に輸入申告が行われるので留意す
る。 

ロ．次の(ｲ)から(ﾊ)までのいずれかに該当する場合には、貨物が保税
地域に搬入され、通達第 2 章第 4 節 4－1⑴（輸入貨物の搬入手続）
の規定による搬入確認が行われた時に自動的に輸入申告が行われる
（予備申告申告条件コード：Ｚと同様の取扱いとなる。）ので留意す
る。 
(ｲ) 到着確認情報の登録が行われずに船卸確認登録の業務が行われ
た場合 

(ﾛ)及び(ﾊ) （同左） 
ハ．なお、上記ロ(ﾛ)の場合における到着即時輸入申告扱い対象貨物に
係る輸入申告は、積荷に関する事項（以下、「積荷目録」という。）
の報告以後に審査終了入力が行われており、到着確認情報の登録後
かつ保税地域への搬入前であれば、通関業者等が申告条件コード
「Ｈ」を入力の上、送信することにより行われる。 
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⑶ 輸入許可 
イ．輸入申告の内容と積荷目録の内容とが一致した場合には、納付すべ
き関税及び内国消費税（地方消費税を含む。）（以下「関税等」という。）
がない場合、納税方式が専用口座振替方式若しくはリアルタイム口座
振替方式による場合又は直納方式若しくはマルチペイメントネット
ワークを利用する方法（以下「MPN 利用方式」という。）によるもので
あって納期限延長制度が適用される場合には、輸入申告後直ちに輸入
許可となる。 
ただし、口座残高不足の場合又は直納方式若しくは MPN 利用方式に

よるものであって納期限延長制度が適用されない場合については、関
税等の納付が確認された後に輸入許可となる。 

ロ．輸入申告の内容と積荷に関する事項（以下「積荷目録」という。）の
内容とが一致しない場合における輸入申告は、積荷目録の内容に誤り
がある場合にあっては当該積荷目録の内容を訂正した上で、通達第５
章第１節１－２の規定に準じて、輸入申告の内容に誤りがある場合に
あっては通達第２章第４節４－１⑴イの規定による搬入確認後に、通
達第５章第１節１－６の規定に準じて輸入申告の内容を訂正して、輸
入申告を行うことを求めるものとする。これらの場合においては、保
税地域搬入前であっても輸入申告を行うことができる。 
なお、輸入申告の内容の訂正が行われた場合には、再度、審査終了
入力が必要となるので留意する。 
 

３．卸コンテナリストの提出 
⑴ 卸コンテナ情報の登録 
卸コンテナリストを提出しようとする者が到着即時輸入申告扱いの
適用を受ける場合は、卸コンテナ情報登録（事項登録）業務により当該
卸コンテナリストの提出に係る事項（以下「卸コンテナ情報」という。）
の登録を行うとともに、卸コンテナ情報登録（提出）業務により到着即
時輸入申告扱い対象貨物である旨の申告条件コードを入力し、登録する
ことを求めるものとする。 
 
⑵ 卸コンテナリストの提出 
イ．上記⑴に定めるところにより卸コンテナ情報の登録が行われた場
合には、卸コンテナリストの提出は、到着即時輸入申告扱い対象貨

⑶ 輸入許可 
イ．輸入申告の内容と積荷目録の内容とが一致した場合には、納付す
べき関税及び内国消費税（地方消費税を含む。）（以下「関税等」と
いう。）がない貨物、有税品であるが納税方式が口座振替方式である
貨物又は直納方式であって納期限延長制度が適用されている貨物に
ついては輸入の許可が行われる。 
 
 
また、直納方式であって納期限延長制度が適用されていない貨物
については、関税等の納付が確認された後に輸入の許可が行われる。 

 
ロ．輸入申告の内容と積荷目録の内容とが一致しない場合における輸
入申告は、積荷目録の内容に誤りがある場合にあっては当該積荷目
録の内容を訂正した上で、通達第５章第 1節 1－２の規定に準じて、
申告条件コード「Ｈ」を入力の上、送信することにより行わせ、輸
入申告の内容に誤りがある場合にあっては通達第２章第４節４－１
⑴の規定による搬入確認後に、通達第５章第１節１－６の規定に準
じて輸入申告の内容を訂正し、申告条件コード「Ｈ」を入力の上、
送信することにより行わせるものとする。 
なお、輸入申告の内容の訂正が行われた場合には、再度、審査終
了入力が必要となるので留意する。 
 

３．卸コンテナーリストの提出 
⑴ 卸コンテナー情報の登録 

到着即時輸入申告扱いの適用を受けようとする卸コンテナーに係る
コンテナーリスト（以下「卸コンテナーリスト」という。）の提出に当
たっては、当該卸コンテナーリストの提出を行う者に、卸コンテナ情報
登録（事項登録）業務により当該卸コンテナーリストの提出に係る事項
（以下「卸コンテナー情報」という。）の登録を行わせるとともに、卸
コンテナ情報登録（提出）業務により到着即時輸入申告扱い対象貨物で
ある旨の申告条件コード「Ｕ」を入力の上、登録を行わせるものとする。 
⑵ 卸コンテナーリストの提出 
イ．上記⑴に定めるところにより卸コンテナー情報の登録が行われた
場合には、卸コンテナーリストの提出は、到着即時輸入申告扱い対
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物である卸コンテナを積載した船舶に係る到着確認情報の登録が行
われ、卸コンテナ情報の内容と積荷目録の内容が一致した場合にシ
ステムにより自動的に行われる。 
なお、税関官署の開庁時間外に到着確認情報の登録が行われた場
合には、開庁時間外の事務の執行を求める届出がなされている場合
を除き、翌日（行政機関の休日を除く。）の官庁の執務時間の開始時
刻に自動的に卸コンテナリストの提出が行われるので留意する。 

ロ．次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する場合における卸コンテナリ
ストの提出は、到着即時輸入申告扱い対象貨物である卸コンテナを
積載した船舶の入港後であって、当該コンテナの保税地域への搬入
前に、卸コンテナ情報登録（事項登録）業務及び卸コンテナ情報登
録（提出）業務において必要な事項を入力し、送信することにより
行うことを求めるものとする。 
 
(ｲ) 到着確認情報の登録がされた後に卸コンテナリストを提出する
場合 

(ﾛ) 卸コンテナ情報の登録の内容と積荷目録の内容とが一致しなか
った場合において、不一致となった卸コンテナについて、卸コン
テナ情報の再登録又は積荷目録の内容の訂正をして卸コンテナリ
ストの提出を行う場合 

ハ．上記ロの場合において、次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する場
合には、通達第１章第３節３－５に規定する卸コンテナリストの提
出が必要となるので留意する。 
(ｲ) 卸コンテナリストの提出の前に当該卸コンテナリストに係る卸
コンテナが保税地域に搬入される場合 
(ﾛ) 卸コンテナ情報の内容と積荷目録の内容とが一致しなかった場
合において、不一致となった卸コンテナに係る卸コンテナ情報又
は積荷目録の内容の訂正が行われる前に当該卸コンテナが保税地
域に搬入される場合 

象貨物である卸コンテナーを積載した船舶に係る到着確認情報の登
録が行われ、卸コンテナー情報の内容と積荷目録の内容が一致した
場合にシステムにより自動的に行われる。 
なお、税関官署の開庁時間外に到着確認情報の登録が行われた場
合には、開庁時間外の事務の執行を求める届出がなされている場合
を除き、税関の翌開庁時に自動的に卸コンテナーリストの提出が行
われるので留意する。 

ロ．次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する場合の卸コンテナーリスト
の提出は、到着即時輸入申告扱い対象貨物である卸コンテナーを積
載した船舶の入港後、かつ、当該コンテナーの保税地域への搬入前
に、卸コンテナーリストの提出を行う者が卸コンテナー情報登録（事
項登録）業務及び卸コンテナ情報登録（提出）業務において卸コン
テナー情報及び申告条件コード「Ｔ」を入力の上、送信することに
より行わせるものとする。 
(ｲ) 到着確認情報の登録がされた後に卸コンテナーリストを提出す
る場合 

(ﾛ) 卸コンテナー情報の登録の内容と積荷目録の内容とが一致しな
かった場合において、不一致となった卸コンテナーについて、卸
コンテナー情報の再登録又は積荷目録の内容の訂正をして卸コン
テナーリストの提出を行う場合 

ハ．上記ロの場合において、次の(ｲ)又は(ﾛ)のいずれかに該当する場
合には、通達第 1 章第３節３－６に規定する卸コンテナーリストの
提出が必要となるので留意する。 
(ｲ) 卸コンテナーリストの提出の前に当該卸コンテナーリストに係
る卸コンテナーが保税地域に搬入される場合 
(ﾛ) 卸コンテナー情報の内容と積荷目録の内容とが一致しなかった
場合において、不一致となった卸コンテナーに係る卸コンテナー
情報又は積荷目録の内容の訂正が行われる前に当該卸コンテナー
が保税地域に搬入される場合 

 


